
静岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第115条の45第

１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の実施に関し、

法、介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「政令」という。）、介護保険法施行規則

（平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。）及び介護予防・日常生活支援総合事業の

適切かつ有効な実施を図るための指針（平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（総合事業の内容) 

第２条 市長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。 

（１）法第115条の45第１項第１号に規定する第１号事業（以下「第１号事業」という。）とし

て実施する次に掲げる事業 

ア 法第115条の45第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（以下「第１号訪問事業」と

いう。）として実施する次に掲げるサービスを提供する事業 

（ア）訪問介護相当サービス 

（イ）生活援助型訪問サービス 

（ウ）地域支え合い型訪問サービス 

（エ）地域支え合い型移動サービス 

イ 法第115条の45第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（以下「第１号通所事業」と

いう。）として実施する次に掲げるサービスを提供する事業 

（ア）通所介護相当サービス 

（イ）運動型通所サービス 

（ウ）サロン型通所サービス 

（エ）地域支え合い型通所サービス 

ウ 法第115条の45第１項第１号ハに規定する第１号生活支援事業（以下「第１号生活支援

事業」という。）として実施する配食型見守りサービス事業 

エ 法第115条の45第１項第１号二に規定する第１号介護予防支援事業（以下「第１号介護

予防支援事業」という。） 

（２）法第115条の45第１項第２号に規定する事業として実施する次に掲げる事業 

ア 指針第３の２に規定する介護予防把握事業 

イ 指針第３の２に規定する介護予防普及啓発事業 



ウ 指針第３の２に規定する地域介護予防活動支援事業 

エ 指針第３の２に規定する地域リハビリテーション活動支援事業 

オ 指針第３の２に規定する一般介護予防事業評価事業 

（総合事業の実施方法） 

第３条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるサービスを提供する事業（以下「指定訪問・通

所事業」という。）は、法第115条の45の３第１項に規定する指定事業者（以下「指定事業者」

という。）が実施するものとする。 

（１）前条第１号ア（ア）に規定する訪問介護相当サービス 

（２）前条第１号ア（イ）に規定する生活援助型訪問サービス 

（３）前条第１号イ（ア）に規定する通所介護相当サービス 

（４）前条第１号イ（イ）に規定する運動型通所サービス 

（５）前条第１号イ（ウ）に規定するサロン型通所サービス 

２ 前項の規定による指定事業者のほか、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す

るための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号。）附則第13条の規定により第

１号訪問事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者は訪問介護相当サービス

を、同条の規定により第１号通所事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者

は通所介護相当サービスを、それぞれ実施することができる。 

３ 次に掲げる事業は、法第115条の47第４項に基づき適切に事業が実施できると認められる

者（以下「受託者」という。）に委託するものとする。 

（１）前条第１号ウに規定する配食型見守りサービス事業 

（２）第１号介護予防支援事業 

（指定事業者に係る指定の有効期間） 

第４条 省令第140条の63の７に規定する市が定める期間は、６年とする。 

（審査及び支払事務の委託） 

第５条 指定訪問・通所事業に係る法第115条の45の３第５項の規定による審査及び支払に関

する事務は、国民健康保険団体連合会に委託するものとする。 

（指定訪問・通所事業等に要する費用の額） 

第６条 指定訪問・通所事業に要する費用の額は、市長が別に定めるところにより算定するも

のとする。 

（第１号事業支給費の支給等） 

第７条 市長は、前条の規定により算定された指定訪問・通所事業に要する費用の額（その額



が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。）

の100分の90に相当する額を法第115条の45の３第２項の第１号事業支給費として指定事業者

に支払うものとする。 

２ 法第９条第１号の第１号被保険者（以下「第１号被保険者」という。）であってその者の利

用に係る指定訪問・通所事業について政令第29条の２第１項の規定を準用した場合における

同項の合計所得金額が、同条第２項に規定する額以上である者に係る第１号事業支給費につ

いて、前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」

とする。 

３ 前項の規定は、その者の利用に係る指定訪問・通所事業について政令第29条の２第３項の

規定を準用した場合に、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する者については、適用し

ない。 

４ 第１号被保険者であって、その者の利用に係る指定訪問・通所事業について政令第29条の

２第４項の規定を準用した場合における同項の合計所得金額が、同条第５項に定める額以上

である者に係る第１号事業支給費について、第１項の規定を適用する場合においては、同項

中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。 

５ 前項の規定は、その者の利用に係る指定訪問・通所事業について政令第29条の２第６項の

規定を準用した場合に、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する者については、適用し

ない。 

６ 指定訪問・通所事業の利用者が省令第97条第１項各号に掲げる特別の事情があることによ

り、指定訪問・通所事業者に必要な費用を負担することが困難であると認められる場合であ

って、当該利用者の申請により市長が承認したときにおける第１号事業支給費の額について

は、静岡市介護保険条例等施行規則（平成15年静岡市規則第71号。以下「規則」という。）第

32条及び第33条の規定による居宅支援サービス費等の額の特例の例による。 

（第１号事業支給費の支給限度額） 

第８条 第１号事業支給費の限度額（次項の規定の適用を受ける場合を除く。）は、法第55条第

１項の規定による介護予防サービス費等の例による。 

２ 省令第140条の62の４第２号に該当する者（以下「事業対象者」という。）に係る第１号事

業支給費の限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等

区分支給限度基準額（平成12年厚生省告示第33号）第２号イに規定する要支援１の介護予防

サービス等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額とする。 

３ 居宅要支援被保険者が指定訪問・通所事業及び介護予防サービス等（法第８条の２第１項



の介護予防サービス及び法第８条の２第12項の地域密着型介護予防サービスをいう。以下こ

の条において同じ。）を利用するときは、第１号事業支給費及び介護予防サービス等に支給す

るサービス費額の合計額は、第１項の限度額を超えることができない。 

４ 規則第33条第２項の規定による承認をされた法第53条第１項の居宅要支援被保険者（以下

「居宅要支援被保険者」という。）は、前条第３項の規定による承認を受けたものとみなす。 

（高額介護予防サービス費相当事業費の支給等） 

第９条 市長は、指定訪問・通所事業の利用により生じた利用者負担額が著しく高額であると

きは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する額（以下「高額介護予防サー

ビス費相当事業費」という。）を支給するものとする。 

２ 前項の規定による高額介護予防サービス費相当事業費の支給を受けようとする指定訪問・

通所事業の利用者は、高額介護予防サービス費相当事業費支給申請書（様式第１号）を市長

に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請に対し、高額介護予防サービス費相当事業費の支給又は不

支給を決定したときは、高額介護予防サービス費相当事業費支給（不支給）決定通知書（様

式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

（高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給） 

第10条 市長は、指定訪問・通所事業の利用に係る利用者の負担額及び政令第22条の３第１項

各号に掲げる額の合計額が著しく高額であるときは、法第61条の２に規定する高額医療合算

介護予防サービス費に相当する額を支給するものとする。 

 （事業対象者の届出） 

第11条 事業対象者が第１号事業を利用するときは、次に掲げる書類により市長に届け出なけ

ればならない。 

（１）介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書（様式第３号） 

（２）基本チェックリスト（様式第４号） 

（３）介護保険の被保険者証 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合は、事業対象者である旨、当該届出を受理し

た日及び第１号介護予防支援事業を行う法第115条の46第１項に規定する地域包括支援セン

ターの名称を事業対象者の介護保険の被保険者証に記載して返付するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による届出があったときは、前項の規定による返付までの間、被保

険者証に代えて規則第７条に規定する介護保険資格者証を交付するものとする。 

（事業対象者に係る第１号事業の利用） 



第12条 事業対象者は、前条第１項の規定による届出をした日（以下「届出日」という。）から

第１号事業を利用することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、届出日が、要介護認定の有効期間又は要支援認定の有効期間（以

下「認定有効期間」という。） 内にある場合にあっては、認定有効期間の満了の日の翌日か

ら第１号事業を利用できるものとする。ただし、認定有効期間が60日を超えている場合には、

前条第１項の規定による届出をすることができない。 

（事業対象者でなくなった場合の処理） 

第13条 事業対象者が、次のいずれかに該当した場合は、事業対象者の介護保険の被保険者証

から第11条第２項に定める記載事項を消除するものとする。 

（１）法第19条第１項に規定する要介護認定又は法第19条第２項に規定する要支援認定を受け

たとき。 

（２）第１号事業を利用する必要がなくなった旨の申出があったとき。 

附 則 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成30年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



様式第１号（第９条関係） 
高額介護予防サービス費相当事業費支給申請書 

（   年  月） 

フ リ ガ ナ   保 険 者 番 号   

被保険者氏名   
被保険者番号           

個 人 番 号             

生 年 月 日 年  月  日  性 別 男・女 

住 所 
〒 
 
電話番号            

  氏 名 生 年 月 日 性別 
（介護保険の被保険者の場合） 
被 保 険 者 番 号 

世

帯

構

成 

世 帯 主                 

世 帯 員 

                

                

                

  （宛先）静岡市長 
 上記のとおり高額介護予防サービス費相当事業費の支給を申請します。 
       年 月 日 
      住所 
  申請者 氏名               電話番号 
      

 （注）給付制限を受けている方については、高額介護予防サービス費相当事業費の支給が

できない場合があります。 



様式第２号（第９条関係） 

（表） 

 
第   号 
年 月 日 

 
 静岡市長 氏   名 印  

 

  

被 保 険 者 氏 名   

被 保 険 者 番 号                     

対 象 月      年  月 

本 人 支 払 額          円 

  
高額介護予防サービス費相当事業費  

支給（不支給）決定通知書 
  給 付 の 種 類   

 
 先に申請のあった高額介護予防サービス費相当事業費の支給に

ついては、右記のとおり決定したので通知します。 
 
 
（教示）行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示を記載

すること。 

決 定 年 月 日      年  月  日 

支 給 区 分   

支 給 金 額          円 

不 支 給 の 理 由   

振

込

先 

金 融 機 関   

支 店   

口 座 種 目   

口 座 番 号                 

口 座 名 義 人   

振 込 日 年  月  日   



（裏） 

  

  

郵 便 は が き 

 料 金 後 納

郵 便 
  

  

様    

このはがきについてのお問合せ先 

● 明細は内側にあります。ここからゆっくりお開けください。 

 
 



様式第３号（第11条関係） 

 

介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

区 分 ※ 

受

付 

 □ 葵福祉事務所  （取次ぎ）□ 井川支所・井川診療所 

 □ 駿河福祉事務所      □ 長田支所 

 □ 清水福祉事務所      □（     ）保健福祉センター 

 □ 清水福祉事務所蒲原出張所   

新規・変更 

被 保 険 者 氏 名 被 保 険 者 番 号 

フリガナ                    

  
生 年 月 日 性別 

年  月  日生 男・女 

介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する 

地域包括支援センター 

地域包括支援センター名 地域包括支援センター所在地 

  

〒 

 

 

 

電話番号 

事 業 者 番 号          

地域包括支援センターを変更する場合の事由等 

（地域包括支援センターを変更する場合のみ記入してください。） 

変更年月日：      年  月  日 

  （宛先）静岡市長  

 上記の地域包括支援センターに介護予防ケアマネジメントを依頼したことを届け出ます。 

        年  月  日 

       住 所 

  被保険者                      電話番号 

       氏 名                

※ 保険者確認欄 
□ 被保険者資格    □ 届け出の重複 

□ 介護予防支援事業者事業所番号 
介護予防ケア
マネジメント
を委託する場
合の委託先居
宅介護支援事
業所 

事業所番号 事業所名称 

           

≪注意事項≫ 

１ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ この届出書は、あなたが介護予防ケアマネジメントを依頼した地域包括支援センターを把握するためのも

のです。地域包括支援センターが決まり次第、速やかに各区役所高齢介護課へ提出してください。 

３ 新規申請の場合は、この届出書に、被保険者証を添付してください。 

４ 届出のない場合、サービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。 

５ 介護予防ケアマネジメントを依頼する地域包括支援センター又は介護予防ケアマネジメントを受託する

居宅介護支援事業者を変更するときは、変更前と変更後の事業者双方に連絡をとり、この届出書により必ず

各区役所高齢介護課へ届け出てください。 

６ （介護予防）小規模多機能型居宅介護を受けるときは、別に定める届出書により必ず         へ

届け出てください。 

 

 

 

 



 


